
事 務 連 絡  

令和 4 年 10 月 17 日 

地区薬剤師会 医療保険担当役員様

公益社団法人 東京都薬剤師会

東京都国民健康保険団体連合会 ・診療報酬支払基金東京支部 

令和 4 年 4 月診療報酬改定に伴う記載要領の一部改正及び 

電子レセプトに係る記録条件仕様の変更点について （周知依頼） 

平素は当会の会務推進にご尽力賜り心より御礼申し上げます。

さて、令和 4 年 10 月 17 日付で東京都国民健康保険団体連合会（連合会）より、令和 4 年

9 月 30 日付で社会保険診療報酬支払基金東京支部（支払基金）より、標記に関する周知依

頼がありました。 

令和 4 年度調剤報酬改定により、調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等が変更さ

れましたが、令和 4 年 9 月調剤分（10 月請求分）までは(以降のシステムコードの)選択記入は

“差し支えない”とされておりました（国保必携 P.158）。この度、両機関（連合会並びに支払基金）よ

り、令和４年 10 月調剤分以降の請求には、調剤行為等に該当する“レセプト電算処理シス

テム用コード”を必ず選択入力するよう呼びかけられております。また、当該入力の無い場合

には、受付・事務点検 ASP チェックの対象となる旨注意喚起されております。 

当会では、10 月 5 日付で、「別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一

覧」・「別表Ⅱ 調剤行為名称等の略語一覧」を案内しておりますので、再度、同資料をご確

認いただくとともに、利用するレセコン業者に再度確認の上、令和 4 年 11 月のレセプト提出

時には的確な請求が実施できますよう、地区会員薬局にご周知並びにご指導をよろしくお願

い申し上げます。 












